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（単位：百万円）

金　　額 金　　額

48,742 281,150

48,742 56,418

6,038 224,731

198,955 15,994

67,606 387

1,738 3,206

24,332 0

10,133 479

95,144 221

39 2

39 3,396

24,015 7,757

14,487 510

7,588 30

1,939 2

6,923 4,466

6,844 527

78 5,839

35,707 5,839

139 307,978

17,889

232 10,194

4,024 6,310

2 6,310

5,241 22,549

225 3,884

1,057 18,664

237 (不動産圧縮積立金) （ 1,567 ）

5,433 ( 繰 越 利 益 剰 余 金 ) （ 17,097 ）

1,223 39,054

2,631 681

24,809 △ 42

△ 191 639

39,693

347,671 347,671

貸 倒 引 当 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

買 入 金 銭 債 権

前 払 年 金 費 用

金 融 派 生 商 品

外 国 再 保 険 貸

未 収 金

資 本 金

資 本 剰 余 金

そ の 他 の 負 債

土 地

仮 受 金

支 払 備 金

責 任 準 備 金

再 保 険 貸

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

賞 与 引 当 金

特 別 法 上 の 準 備 金

価 格 変 動 準 備 金そ の 他 資 産

未 収 保 険 料

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

株 主 資 本 合 計

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

保 険 約 款 貸 付

株 式

外 国 再 保 険 借

前 受 収 益

有 形 固 定 資 産

未 払 金

外 国 証 券

未 払 法 人 税 等

貸 付 金

預 り 金

建 物

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

科　　　目 科　　　目

（資産の部） （負債の部）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

預 貯 金

有 価 証 券

国 債

そ の 他 負 債

地 方 債

共 同 保 険 借

社 債

再 保 険 借

資 産 除 去 債 務

純資産の部　合計

仮 払 金

ソ フ ト ウ ェ ア

資産の部　合計

代 理 店 貸

共 同 保 険 貸

地 震 保 険 預 託 金

未 収 収 益

預 託 金

負債及び純資産の部　合計

負債の部　合計

（純資産の部）

そ の 他 利 益 剰 余 金

その他有価証券評価差額金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

利 益 準 備 金

2024年度（ 2025年 ３月 31日現在 ） 貸借対照表
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［注記事項］ 

［貸借対照表］ 

 

１．保険料、支払備金及び責任準備金等の保険契約に関する会計処理については、保険業法等の法

令等の定めによっています。 

 

２．有価証券の評価基準及び評価方法は次のとおりとしています。 

（１）満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法（定額法）によっています。 

（２）子会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっています。 

（３）その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものの評価は、時価法によっています。 

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に

基づいています。 

（４）その他有価証券のうち市場価格のない株式等の評価は、移動平均法に基づく原価法によっ

ています。 

 

３．デリバティブ取引の評価は、時価法によっています。 

 

４．固定資産の減価償却方法は次のとおりとしています。 

（１）有形固定資産の減価償却は、定額法により行っています。 

（２）無形固定資産の減価償却は、定額法により行っています。なお、自社利用のソフトウェ

アの減価償却は、利用可能期間に基づく定額法により行っています。 

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算は外貨建取引等会計処理基準に基づき行っています。 

 

６．貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基

準に基づき、次のとおり計上しています。 

破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生

している債務者に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権につい

ては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を控除し、

その残額を計上しています。 

今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額か

ら担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、

債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債

権額に乗じた額を計上しています。 

また、すべての債権は資産の自己査定基準に基づき、各資産の主管部及び審査所管部が資産査

定を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定結果を監査しており、その査定結果に基

づいて上記の計上を行っています。 
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７．退職給付引当金及び前払年金費用は、従業員の退職給付に充てるため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上していま

す。 

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっています。 

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）

による定額法により費用処理しています。 

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により、発生の翌期から費用処理しています。 

 

８．賞与引当金は、従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しています。 

 

９．価格変動準備金は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第 115 条の規定に基

づき計上しています。 

 

１０．外貨建資産に係る将来の為替相場の変動リスクを軽減する目的で実施している為替予約取引につ

いては、時価ヘッジ及び繰延ヘッジを適用しています。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条

件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジ有効性の評価を省略しています。 

 

１１．消費税等の会計処理は税抜方式によっています。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理

費等の費用は税込方式によっています。 

なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、５年間で均等償却を行っています。 

 

１２．当社の財政状態または経営成績に対して重大な影響を与え得る会計上の見積りを含む項目は、

支払備金です。支払備金の当期の計算書類に計上した金額及び会計上の見積りの内容につい

て計算書類利用者の理解に資するその他の情報は、次のとおりです。 

（１）当期の計算書類に計上した金額 

支払備金 56,418 百万円 

 

（２）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

①算出方法 

保険契約に基づいて支払義務が発生したと認められる保険金、返戻金その他の給付金

（以下「保険金等」という。）のうち、未だ支払っていない金額を見積り、支払備金と

して計上しています。 

②算出に用いた主要な仮定 

支払備金の計上にあたっては、主として過去の支払実績等から算出した仮定を用いて見

積った最終的に支払う保険金等の見込額を使用しています。  

③翌期の計算書類に与える影響 

法令等の改正や裁判等の結果などにより、最終的に支払う保険金等の額が当初の見積り
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から変動し、支払備金の計上額が増減する可能性があります。 

 

１３. 金融商品の状況に関する事項、金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時価の適切な

区分ごとの内訳等に関する事項については次のとおりです。 

（１）金融商品の状況に関する事項 

当社の資産運用は、安全性、収益性及び保険金等のお支払いに備えた流動性のみならず、

社会・公共性に資するような資産運用を行っています。 

そのため、資産・負債総合管理（ALM：Asset Liability Management）を軸として、保険

商品の特性を踏まえた適切なリスクコントロールのもとで、長期・安定的な収益確保及び

効率的な流動性管理を目指した取り組みを行っています。 

お客さまに保険金をお支払いする商品の運用については、保険負債対応資産として、保険

商品の持つ負債特性や、将来の保険金を確実にお支払いするための収益性・流動性などを

踏まえた、中長期的に目指すポートフォリオを軸とした運用を行っています。具体的には、

高格付債券を中心とした金利資産を保有することで、保険負債が抱える金利リスクを適切

にコントロールしつつ、一定の信用リスクをとる運用を行っています。また、外国証券投

資等も活用しながら、国内外でのリスク分散と運用手法の多様化を図ることで、中長期的

な収益確保を目指しています。 

満期返戻金という形でお客さまにお支払いする商品については、その積立資産を積立勘定

資産として他の資産と区分し、厳格な ALM 運用により金利リスクを円金利資産で適切にコ

ントロールし、安定的な剰余の価値（運用資産価値－保険負債価値）の拡大を目指してい

ます。 

その他の資産の運用については、運用収益を安定的に拡大し、財務基盤の健全性確保を図

りつつ、総合的に当社の企業価値の向上に資することを目指しています。特に、取引関係

の強化を図る目的で保有している政策株式については、保険取引面も含めた経済合理性及

びグループ資本への影響などを踏まえ、引き続き削減に努めています。 
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（２）金融商品の時価等に関する事項及び金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事

項 

2025 年３月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価に

ついては、次のとおりです。 

なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めていません((注２)参照）。 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しています。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格によ

り算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価

を分類しています。 

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

    （単位：百万円） 

区分 
貸借対照表計上額 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

買入金銭債権 - 6,038 - 6,038 
有価証券  
その他有価証券 71,996 120,457 - 192,454 

デリバティブ取引 - 1,223 - 1,223 
資産計 71,996 127,719 - 199,716 
デリバティブ取引 - 510 - 510 
負債計 - 510 - 510 

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

現金及び預貯金は、主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、

記載を省略しています。 

     （単位：百万円）

区分 
時価 

貸借対照表
計上額 差額 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券  
満期保有目的の債券 882 154 - 1,037 1,208 △171 

貸付金 - - 39 39 39 - 
資産計 882 154 39 1,076 1,247 △171 
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（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

買入金銭債権 

割引現在価値法を用いて算定された価格を時価としています。この評価技法には、イ

ールドカーブ、クレジットスプレッド等のインプットを使用しています。また、この

時価の算定にあたり観察できないインプットを使用していないまたはその影響が重要

でない場合は、レベル２の時価に分類しています。 

有価証券 

活発な市場における相場価格を使用できるものはレベル１の時価に分類しています。公

表された相場価格を入手できたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分

類しています。 

相場価格が入手できない場合には、割引現在価値法等のモデルで算定された価格を時価

としています。これらの評価技法には、イールドカーブ、クレジットスプレッド等のイ

ンプットを使用しています。当該時価は、その算定にあたり観察できないインプットを

使用していないまたはその影響が重要でないため、レベル２の時価に分類しています。 

なお、市場における相場価額が入手できない投資信託のうち主なものは、解約等に関し

て市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため基準価額等を

時価とし、レベル２の時価に分類しています。 

貸付金 

割引現在価値法等のモデルで算定された価格を時価としています。これらの評価技法に

は、イールドカーブ、クレジットスプレッド等のインプットを使用しています。当該時

価は、観察できないインプットを使用しているため、レベル３の時価に分類しています。 

なお、当社が保有する貸付金はすべて保険約款貸付であり、上記のモデルで算出した額

が帳簿価額と近似しているため、当該事業年度は帳簿価額を時価としています。 

デリバティブ取引 

当社が保有するデリバティブ取引はすべて為替予約であり、フォワードレートと予約レ

ートの差分に外貨契約額を乗じて算定された価格を時価としています。当該時価は、そ

の算定にあたり観察できないインプットを使用していないため、レベル２の時価に分類

しています。 

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金等の貸借対照表計上額 

 （単位：百万円）

 当期 

市場価格のない株式等（*1） 5,276 
組合出資金等（*2） 16 

合計 5,292 

（*1）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19 号 2020 年３月 31 日）第５項

にしたがい、時価開示の対象としていません。 

（*2）組合出資金等は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
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用指針第 31 号 2021 年６月 17 日）第 24-16 項にしたがい、時価開示の対象とし

ていません。 

   

１４．保険業法に基づく債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上

延滞債権並びに貸付条件緩和債権はありません。 

（１）破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始または再生手続

開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準

ずる債権です。 

（２）危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪

化し、契約にしたがった債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権

で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない債権です。 

（３）三月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延して

いる貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないもので

す。 

（４）貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行

った貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権

に該当しないものです。 

 

１５．有形固定資産の減価償却累計額は 19,212 百万円、圧縮記帳額は 2,289 百万円です。 

 

１６．関係会社に対する金銭債権総額は 0百万円、金銭債務総額は 390 百万円です。 

 

１７．繰延税金資産の総額は 27,765 百万円、繰延税金負債の総額は 2,260 百万円です。また、評

価性引当額として繰延税金資産から控除した額は 695 百万円です。 

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、責任準備金 21,394 百万円、退職給付引当金 2, 

369 百万円及び価格変動準備金 1,687 百万円です。 

繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、完全支配関係がある法人間の株式譲渡損益の調

整 1,519 百万円及び利益処分不動産圧縮損 629 百万円です。 

 なお、当社は、グループ通算制度を適用しているため、法人税及び地方法人税の会計処理ま

たはこれらに関する税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用

する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42号 2021 年８月 12 日）

を適用しています。 

また、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和 7 年法律第 13 号）が 2025 年３月 31 日に

成立したことに伴い、2026 年４月 1 日以降開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課

税が行われることとなりました。これに伴い、2026 年４月 1日に開始する事業年度以降に解

消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率

が 28.0％から 28.9%に変更となりました。この税率変更により、当期の繰延税金資産（繰延

税金負債の金額を控除した金額）は、766 百万円増加しました。 
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１８．関係会社株式の額は 41百万円です。 

  

１９．支払備金の内訳は次のとおりです。 

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く）  53,950 百万円 

同上に係る出再支払備金 789 百万円 

  差 引 (イ) 53,161 百万円 

地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る支払備金（ロ） 3,257 百万円 

  計  (イ+ロ) 56,418 百万円 

 

２０．責任準備金の内訳は次のとおりです。 

普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 125,641 百万円 

同上に係る出再責任準備金 1,560 百万円 

差 引 （イ） 124,081 百万円 

その他の責任準備金 (ロ) 100,650 百万円 

計  (イ+ロ) 224,731 百万円 

 

２１．１株当たりの純資産額は 332 円 78 銭です。 

算定上の基礎である純資産額は 39,693 百万円、このうち普通株主に帰属しないものはあり

ません。また、普通株式の当期末発行済株式数は 119,275 千株です。 

 

２２．退職給付に関する事項は次のとおりです。 

（１）退職給付債務及びその内訳 

イ．積立型制度の退職給付債務 △12,842 百万円 

ロ．年金資産 11,167 百万円 

ハ．退職給付信託 4,616 百万円 

 2,941 百万円 

ニ．非積立型制度の退職給付債務 △2,830 百万円 

ホ．未積立退職給付債務（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 111 百万円 

へ．未認識数理計算上の差異 △1,945 百万円 

ト．未認識過去勤務費用 －  

チ．貸借対照表計上額の純額（ホ＋ヘ＋ト） △1,834 百万円 

リ．前払年金費用 2,631 百万円 

ヌ．退職給付引当金（チ－リ） △4,466 百万円 

 

（２）退職給付債務等の計算基礎 

退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準 

割引率  1.5％ 

長期期待運用収益率 1.4％ 
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過去勤務費用の額の処理年数 12 年 

数理計算上の差異の処理年数 12 年 

 

（３）退職一時金制度、確定給付企業年金制度及び自社年金制度に基づく退職給付引当金の当期

末残高（年金資産のうち、退職給付信託に係る退職給付引当金に相当する金額を含む。）

の内訳は、次のとおりです。 

 退職一時金 確定給付企業

年金 

自社年金 合 計 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

退職給付引当金（退職給付

信託の年金資産控除前） 

 

△3,137 

 

2,631 

 

△5,527 

 

△6,032 

退職給付信託の年金資産 - - 4,198 4,198 

退職給付引当金（純額） △3,137 - △1,329 △4,466 

前払年金費用（純額） - 2,631 - 2,631 

２３．上記における子会社及び関係会社の定義は、会社計算規則第２条に基づいています。 

 

２４．重要な後発事象は生じていません。 

 

２５．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 
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 2024年 ４月 １日から
 2025年 ３月 31日まで

（単位：百万円）

金　　額

167,524

160,937

158,266

967

1,698

5

6,410

7,026

1,044

36

1

△ 1,698

176

169,699

138,543

85,625

10,692

30,193

3,200

0

2,516

6,189

2

121

4,607

129

4,472

5

26,363

184

184

2,174

2,758

2,758

2,579

298

2,090

190

（ 190 ）

1,995

740

△ 1,719

△ 978

1,017

損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金

契 約 者 配 当 金

支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額

為 替 差 損

そ の 他 保 険 引 受 費 用

為 替 差 益

そ の 他 運 用 収 益

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

経 常 費 用

正 味 支 払 保 険 金

そ の 他 保 険 引 受 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入

有 価 証 券 売 却 益

そ の 他 運 用 費 用

経 常 損 失

固 定 資 産 処 分 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

そ の 他 の 経 常 費 用

特 別 利 益

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

2024年度

そ の 他 経 常 費 用

  損益計算書

金 融 派 生 商 品 費 用

科　　　　　　　　　　　　　　目

保 険 引 受 収 益

経 常 収 益

正 味 収 入 保 険 料

法 人 税 及 び 住 民 税

そ の 他 経 常 収 益

保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 損 失

価 格 変 動 準 備 金

税 引 前 当 期 純 損 失

特 別 法 上 の 準 備 金 繰 入 額

有 価 証 券 売 却 損

資 産 運 用 収 益

収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益
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［注記事項］ 

［損益計算書］ 

 

１．関係会社との取引による収益総額は 137 百万円、費用総額は 3,595 百万円です。 

 

２．（１）正味収入保険料の内訳は次のとおりです。 

収入保険料 184,407 百万円 

支払再保険料 26,141 百万円 

差 引 158,266 百万円 

 

（２）正味支払保険金の内訳は次のとおりです。 

支払保険金  100,312 百万円 

回収再保険金 14,686 百万円 

差 引 85,625 百万円 

 

（３）諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりです。 

支払諸手数料及び集金費 31,638 百万円 

出再保険手数料 1,444 百万円 

差 引 30,193 百万円 

 

（４）支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりです。 

支払備金繰入額（出再支払備金控除前、 

（ロ）に掲げる保険を除く） 734 百万円 

同上に係る出再支払備金繰入額 △1,933 百万円 

差 引 (イ) 2,667 百万円 

地震保険及び自動車損害賠償責任保険に 

係る支払備金繰入額（ロ） △150 百万円 

計 (イ+ロ) 2,516 百万円 

 

（５）責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりです。 

普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） 5,389 百万円 

同上に係る出再責任準備金繰入額 △81 百万円 

差 引（イ） 5,470 百万円 

その他の責任準備金繰入額 (ロ) 718 百万円 

計 (イ+ロ) 6,189 百万円 
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（６）利息及び配当金収入の内訳は次のとおりです。 

預貯金利息 0 百万円 

買入金銭債権利息                                     34 百万円 

有価証券利息・配当金 6,838 百万円 

貸付金利息 1 百万円 

不動産賃貸料 151 百万円 

その他利息・配当金 0 百万円 

計 7,026 百万円 

 

３．金融派生商品費用中の評価損益は 1,725 百万円の益です。 

 

４．１株当たりの当期純損失金額は 8円 31 銭です。算定上の基礎である当期純損失は 1,017 百万

円、このうち普通株主に帰属しないものはありません。また、普通株式の期中平均株式数は

122,261 千株です。 

潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載してい

ません。 

 

５．損害調査費、営業費及び一般管理費に計上した退職給付費用は 553 百万円であり、その内訳は

次のとおりです。 

勤務費用 690 百万円 

利息費用 119 百万円 

期待運用収益 △160 百万円 

数理計算上の差異の費用処理額 △96 百万円 

過去勤務費用の費用処理額 － 

計                                        553 百万円 

 

６． 当期における法定実効税率は 28.0％、税効果会計適用後の法人税等の負担率は 49.0％となり

ました。この差異の主要な内訳は、税率変更による影響 35.4％と評価性引当額△10.6％です。 

 

７．関連当事者との取引については次のとおりです。 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等の

所有(被所

有)の割合 

関連当事

者との関

係 

取引の 

内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

親会社 

東京海上

ホールデ

ィングス

株式会社 

被所有 

直接 100% 
株主 

自己株式

の取得 
6,000 自己株式 － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注） 上記取引は、過去３回の取引価格水準を踏襲し妥当な水準であることを確認しています。 
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８．当期において、以下の資産について減損損失を計上しています。 

                                  （単位：百万円） 

用途 種類 場所等 
減損損失 

土地 建物 その他 合計 

売却不動産 土地及び建物 
埼玉県さいたま市に保

有する社宅 
386 240 － 626 

売却不動産 土地及び建物 
埼玉県さいたま市に保

有する倉庫 
134 49 － 183 

売却不動産 土地及び建物 
長野県松本市に保有す

るビル 
17 21 － 39 

売却不動産 土地及び建物 
山形県山形市に保有す

るビル 
11 51 － 62 

売却不動産 土地及び建物 
愛知県岡崎市に保有す

るビル 
39 52 － 91 

売却不動産 土地及び建物 
岐阜県岐阜市に保有す

るビル 
206 83 － 290 

遊休資産 ソフトウェア － － － 796 796 

合計 795 498 796 2,090 

保険事業等の用に供している不動産については、保険事業等全体で１つの資産グループとし、

賃貸用不動産等、遊休不動産等及び売却予定不動産等については主たる用途に基づき個別の

物件ごとにグルーピングしています。 

売却不動産について、売却方針の決定に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上しています。なお、当該資産の回収可能価額は正味売

却価額とし、売却価額から処分費用見込額を減じた額として算定しています。 

遊休資産について、将来の使用が見込まれないため、帳簿価額全額を減損損失として特別損

失に計上しています。 

 

９．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。 


